
第１９回 役員会議事要旨 

１ 日  時 令和４年１２月１４日（水） １３：００～１４：３４ 

２ 場  所 大会議室 

３ 出 席 者 石崎学長，林，花屋，小坂，齋藤，近藤，五十嵐の各理事， 
岡野，丸山の両監事 
陪席：総務部長，財務部長，学務部長，研究推進部長，施設運営部長， 
大学戦略担当部長，昭和地区事務部長，昭和地区事務部次長（リモート）， 
その他関係事務職員 

４ 審議事項 

（１）教員定数の再配分等について
学長から，資料１に基づき，教員定数の再配分等について説明があり，審議の結果，

定年退職教員の後任補充に係る再配分申請については，申請のあった学部へ役員会の
確認事項を伝えたうえで再配分を見送ることとし，その他の再配分は原案どおり承認
した。また，12/15開催の執行役員会議で報告することとした。 

（２）内部質保証による自己点検・評価について
林理事から，資料２に基づき，内部質保証による自己点検・評価について説明があ

り，審議の結果，原案どおり承認した。 

（３）群馬大学基金における令和4年度後期修学支援金給付者について
林理事から，資料３に基づき，群馬大学基金における令和4年度後期修学支援金給

付者について説明があり，審議の結果，原案どおり承認し，12/15開催の教育研究評
議会で報告することとした。

（４）物価高の影響により厳しい生活を余儀なくされている学生への経済的支援の実施に
ついて
林理事から，資料４に基づき，物価高の影響により厳しい生活を余儀なくされてい

る学生への経済的支援の実施について説明があり，審議の結果，原案どおり承認し，
12/15開催の教育研究評議会で報告することとした。
なお，今後，同様の案件は予め財源を確保したうえで立案することとし，また，効

果検証のためアンケートを実施することとした。

（５）令和4年度資金運用計画の変更について
小坂理事から，資料５に基づき，令和4年度資金運用計画の変更について説明があ

り，審議の結果，原案どおり承認した。 

（６）群馬大学共同研究講座及び共同研究部門規則の改正について
花屋理事から，資料６に基づき，群馬大学共同研究講座及び共同研究部門規則の改

正について説明があり，審議の結果，原案どおり承認し，12/15開催の教育研究評議
会で報告することとした。



 

（７）教育研究評議会・執行役員会議・経営協議会の議題について 
 学長から，資料７に基づき，教育研究評議会・執行役員会議・経営協議会の議題に
ついて説明があり，審議の結果，原案どおり承認した。 
 

（８）その他 
    なし 
 
５ 報告事項 
 
（１）学長特別補佐について 

 学長から，資料８に基づき，学長特別補佐について報告があった。 
 
（２）共同教育学部附属幼稚園の収容定員数の変更について 

 学長から，資料９に基づき，共同教育学部附属幼稚園の収容定員数の変更について
報告があり，12/22開催の経営協議会で報告することとした。 

 
（３）学校教育法施行規則第172 条の２第１項第３号に規定する各教員が有する学位の公

表について 
 林理事から，資料10に基づき，学校教育法施行規則第172 条の２第１項第３号に規
定する各教員が有する学位の公表について報告があり，12/15開催の教育研究評議会
で報告することとした。 

 
（４）2023年度（令和5年度）学校推薦型選抜等特別選抜実施状況について 

 林理事から，資料11に基づき，2023年度（令和5年度）学校推薦型選抜等特別選抜
実施状況について報告があり，12/15開催の教育研究評議会で報告することとした。 

 
（５）病院の管理運営状況について 

 齋藤理事から，資料12に基づき，病院の管理運営状況について報告があった。 
 
（６）教員年齢の推移及び将来推計について 

 小坂理事から，資料13に基づき，教員年齢の推移及び将来推計について報告があり，
12/15開催の執行役員会議で報告することとした。 

 
（７）その他 
    なし 
 

以 上 


